
メニュー 内容 補助率 補助限度額

（１）広報費
看板の作成・設置、
ポスターやチラシ等の作成

補助率：２/３以内
限度額：１５万円

（２）機械装置等費 機械装置等の購入

（３）開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作
開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造など

（４）外注費
店舗改装・バリアフリー化工事、
利用客向けトイレの改装工事

甲州市役所 観光商工課 商工振興担当 TEL 0553-32-5091

募 集 期 間

甲州市

小規模企業者

持続化補助金
広告宣伝・出店・店舗改装・商品開発の

小規模企業者の取り組みを支援します！

看板を
新しくしたい

店舗を
改装したい

新商品や
新メニューを
作りたい

新しく
機械を

購入したい

ホームページを
作りたい

対 象 者

補 助 金

今年度の国・県の同様の補助金の採択を受けた事業者及び、過去に
甲州市小規模企業者持続化補助金を利用した事業者は対象外となります。

甲州市に事業所を有する小規模企業者

最大 15万円 補助率２/３以内

令和５年１０月１６日(月) ▶ １１月３０日(木)



①申請書類の作成、商工会の内容確認
※書類作成について、商工会のサポートも受けられます。

観光商工課へ申請書類提出

②申請内容の確認

③書類審査・採択事業者の決定

⑤事業実施

⑦補助金精算払請求書を提出

⑥内容の確認後、補助金交付決定

⑧補助金交付

審査（中小企業診断士等の外部有識者）

④審査内容確認、採択事業者決定

「交付決定通知書」又は「不採択決定通知書」を送付

「補助金交付額確定通知書」を送付

－手続きの流れ－

完了後、観光商工課へ実績報告書提出
※決定通知を受けた日付とその文書番号を記入。
※商工会へ記入のサポート依頼も行えます。


